
インキュベーション施設の集積により、研究開発・新産業育成等の機能が充実！

立命館大学BKCインキュベータ

住所：草津市野路東一丁目1-1
（立命館大学びわこ・くさつキャンパス内）

（草津田上IC降りてすぐ・JR南草津駅より

近江鉄道バスで約20分）

用途：研究開発型の賃貸施設

規模：29～100㎡、30室

期間：5年以内

賃料：87,725円／月～

302,500円／月

滋賀県立草津SOHOビジネスオフィス

住所：草津市大路一丁目1-1 

エルティ932・4F
（JR草津駅東口より徒歩１分）

用途：小規模事業者の活動拠点

規模：15～26.79㎡、20室

期間：３年以内

賃料：30,900円／月～

55,200円／月

滋賀県立テクノファクトリー

住所：草津市野路東七丁目3-46

（名神高速上り瀬田西ICから京滋バイパスで約10分）

用途：製品試作・技術開発等の賃貸工場

規模：200㎡、12棟

期間：5年以内

賃料：204,000円／月
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01 草津市と草津商工会議所による経営相談窓口

くさつビズサポ（草津市ビジネスサポートセンター）

草津市では、創業希望者や事業者が抱えるビジネス上の課題に対する相談・支援体制を構築することにより、
特に近年増加する創業相談や支援ニーズに効果的・効率的に対応することを目的として、草津商工会議所と
共同で「くさつビズサポ（草津市ビジネスサポートセンター）」を設置し、創業や第二創業を中心に、創業前から
創業後まで切れ目なく、ワンストップで事業者を支援します。

02 ＤＸ化に向けた取組を支援

👥

【新規】 ＤＸ人材育成支援補助金

■主な要件

市内の中小企業者等のDX推進を目的として、DX人材の育成、強化および底上げの取組に向けた経費の1/2
を補助します。（限度額：…30万円 ※プロ人材を補助対象経費とした場合は、10万円上乗せします。）

・市内で事業を営む中小企業者であること。
・総務省が定める日本標準産業分類における

「製造業」を除く業種であること。

￥

2024年１月
OPEN

草津市事業者支援制度
Bu s i n e s s s u p p o r t s y s t em

※ 経営スキル向上を目的としたセミナーやビジネスカフェ、交流会などを開催し、
ビジネスネットワークの構築と仲間づくりをサポートします。
その他、支援を受けて創業された事例も発信していきます。
詳しくは、くさつビズサポのホームぺージ・ＳＮＳをご覧ください。

■補助対象経費

・eラーニング等の受講に要する経費
・外部の講師を招いて実施する内部研修に要する経費
・外部研修の参加に要する経費
・外部の専門家を招いて技術指導を受ける費用
・プロ人材の活用に要する経費 等

個別相談（創業・経営）

コーディネータ：笠井智美

経営戦略、事業承継、経営幹部育成、採用・定着

創業期・事業承継期それぞれの成長課題に
合わせた伴走支援を行います。

資格：JBIA認定インキュベーション・マネージャー
（一社）軍師アカデミー認定 経営者の軍師®
S級コンサルタント
（一社）日本経営心理協会認定
経営心理士・顧客心理士・組織心理士
キャリアコンサルタント（国家資格）他

マッチング支援

コーディネータ：久家伸丹

モノづくり改革、調達購買戦略、経営管理、人材育成

事業の現場・現実に即した情報収集、ヒアリング
を行い、各種支援施策の活用や関係機関、専門
家等の連携支援を行います。

コーディネータ：小林邦彦

地域活性化の提言、研修事業の企画

産学連携および企業間の連携に関する紹介・

支援、草津市内での起業や第二創業の相談など
を行います。また、立命館大学BKCインキュベータ
の入居企業の支援も行います。

（草津商工会議所）

（立命館大学びわこ・くさつキャンパス）

※立命館大学所属のコーディネータとして連携して取り組んでいます。

ＳＮＳホームページ

・上記内容に変更が生じる場合があります。
・詳細が決定次第、草津市のホームページ等にて案内します。（募集開始予定：令和6年5月上旬頃）

かさい ともみ

こばやし くにひこ

くけ のぶあき



創業支援補助金

創業ならびに支援機関による伴走支援を受けながら取り組む
販路開拓に要する経費の2/3を補助します。
（限度額：50万円 ※別途条件を満たす場合に上限の上乗せあり）

■主な要件
・ 申請時点で市内に居住し、住民登録を

有すること。（法人設立の場合は除く）
・ 「新規創業（個人）」「新規創業（法人）」

「法人成り」「第二創業」「事業承継」の
いずれかに該当すること。

・ 大津市・草津市創業支援等事業計画に
おける認定支援機関の支援を受けること。

特定創業支援等事業を受けた方への特例措置

創業コーディネータへの相談を含む「特定創業支援等事業」による
支援を受けられた創業者は、以下の特例措置を受けることができ
ます。（市から証明を受ける必要があります。）

■特例措置

・ 会社設立時の登録免許税の減免
・ 創業関連保証の特例
・ 日本政策金融公庫新規開業支援資金

の貸付利率引き下げ

詳細はこちら 詳細はこちら

女性のチャレンジ応援塾（特定創業支援等事業）

起業等にチャレンジしたい女性のための草津市版起業塾
（輝☆業塾）として、講演会や連続講座等を開催しています。
（毎年９～１０月に開催）

■対象者

・ 起業に向けて準備中、もしくは起業して
概ね１年未満の市内在住・在勤・在学、
近隣市を活動拠点にしている女性

・ 連続講座（６回程度）を受講できること。

・ 塾生の募集に関する案内は、右記ＱＲ
コードにて発信します。（７月頃予定）

（※） 詳細は、草津市立男女共同参画センター
（TEL：077-565-1550）まで

女性チャレンジ支援助成金

起業を目指して市内等で行う試行的な事業および本格的な立ち上
げに係る経費の2/3を補助します。（上限5万円）
（その他、起業に必要な更なる知識を習得するためのセミナー、講習会等に

参加する費用も対象となります。）

■主な要件

・ 女性のチャレンジ応援塾「輝☆業塾」を修了
していること。

・ 市内に居住していること。 など
（※） 詳細は、草津市立男女共同参画センター

（TEL：077-565-1550）まで

詳細はこちら 詳細はこちら

公的インキュベーション施設退去企業立地促進補助金

・ 公的インキュベーション施設を退去し、市内で事業展開を
図るための事業所賃借料の1／2（限度額5万円）を3年間補
助します。

・ 「高度モノづくり」「環境」「医療・健康福祉」 「ＩＴ」に関連す
る製造業に該当し、工場または研究所等を賃借する場合
は、限度額16万7千円／月を補助します。

■主な要件

・ 市内で事業展開を図ろうとする法人または
個人であること。

・ 公的インキュベーション施設を退去してから
１年以内であること。

・ 国や県等から事業計画の評価や認定等を
受けていること。

詳細はこちら

市内で創業された方々のご紹介

本市では、市の支援制度を活用し、現在市内に立地いただいて
いる方々をご紹介しています。
また、これから起業を目指す方へのアドバイスもいただいています
ので、ぜひ参考にしてください。

詳細はこちら■創業された方々の事業内容（一例）

・ クラウド業務システムの設計・開発等
・ オリジナル商品の販売、ＥＣショップ運営
・ 結婚相談所の運営
・ 沖縄ハーブ（月桃茶）の開発、販売
・ 自転車ツアーを中心とした着地型観光

および国内旅行の企画等

※補助金については、予算がなくなり次第終了となりますのであらかじめ御了承下さい。

￥

詳細はこちら

大学連携型起業家育成施設入居補助金

立命館大学ＢＫＣインキュベータに入居し、起業または新規事業
展開を図ろうとする方に対し、入居賃料の一部を5年間補助します。
（入居施設：290円／㎡）

■主な要件

・ 立命館大学ＢＫＣインキュベータに入居する
中小企業者または個人であること。

・ 施設を退去後、市内に立地する計画を有し
ていること。

詳細はこちら

産学連携スタートアップ事業補助金

県内の大学等と共同研究または受託研究開発などにより、
新たな事業展開を図ろうとする方に対し、経費の1/2を補助
します。

■主な要件

・ 市内で１年以上居住している個人または
市内に１年以上本社（本店）がある法人

・ 国、県または市の他の制度による補助金
を受けていないこと。

詳細はこちら

￥￥

￥

✏

📝

👥

￥

03 市内での創業・第二創業を支援

草津市事業者支援制度
Bu s i n e s s s u p p o r t s y s t em



04 立地集積・設備投資を支援

【お問い合わせ先】

草津市役所 環境経済部 商工観光労政課

〒５２５－８５８８ 滋賀県草津市草津三丁目１３－３０

ＴＥＬ：０７７－５６１－２３５２

ＦＡＸ：０７７－５６１－２４８６

Ｅ－ｍａｉｌ：shoro@city.kusatsu.lg.jp

市ホームページ：http://www.city.kusatsu.shiga.jp/

（各種支援制度掲載先：「トップページ → くらし・手続き → 産業・ビジネス → 産業全般」）

企業立地促進助成制度（工場等設置助成金）

「高度モノづくり」「環境」「医療・健康福祉」「 Ｉ Ｔ 」の4分野における産業集積を図り、地域経済の活性化・
雇用創出を図るため、投下固定資産（土地を除く）に対して賦課された固定資産税・都市計画税の1/2を
5年間助成します。

■主な要件

・ 投下固定資産（土地取得費を除く）が、中小企業者は5千万円以上、大企業者は5億円
以上であること。

・ 製造業における製造または加工の用に供する工場・研究所・事業所であること。

検索草津市 産業全般

詳細はこちら

作成：令和６年４月

￥

先端設備等導入計画に基づく設備投資支援

市の策定した「導入促進基本計画」に基づき、中小企業者が先端設備等導入計画を作成し、市の認定
を受けた場合、取得した先端設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合
は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
（特例措置を受けるためには、別途、草津市税務課に申告書類等の提出が必要です。）

■主な要件

・ 計画期間において、労働生産性が年平均3％以上向上すること。（計画年数×3％以上）
・ 年平均の投資利益率が5％以上となることが見込まれること。
・ 認定経営革新等支援機関（商工会議所等）の事前確認を受けていること。
・ 市の認定を受けた後に取得する設備等であること。（認定時に取得済のものは対象外）

詳細はこちら

￥

地域未来投資促進法に基づく設備投資に対する支援

県と市町で作成する基本計画に基づき、地域の特性を活かした新しい事業の展開や事業の拡張に取り組ま
れる事業者の方に対し、課税（国税・県税）の特例措置を受けることができます。

■主な要件

・ 「成長ものづくり」「医療・ヘルスケア」「環境・エネルギー」「デジタル関連」
「観光・スポーツ」「物流」のいずれかに該当すること。

・ 高い付加価値を創出する事業であること。
・ 地域の事業者への相当の経済波及効果が見込まれること事業であること。
・ 「地域経済牽引事業計画」を策定し、県への申請・承認を受けること。

（※） 詳細は、滋賀県商工観光労働部産業立地課（TEL：077-528-3792）まで

詳細はこちら

￥

草津市事業者支援制度
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